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ⅩI 資料 

（１）環境基準について 

人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準とし

て、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施し

ていくのかという目標を定めたものが環境基準である。 

 環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標であ

る。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に

維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものである。

また、汚染が現在進行していない地域については、少なくとも現状より悪化するこ

ととならないように環境基準を設定し、これを維持していくことが望ましいもので

ある。 

 また、環境基準は、現に得られる限りの科学的知見を基礎として定められている

ものであり、常に新しい科学的知見の収集に努め、適切な科学的判断が加えられて

いかなければならないものである。 

環境基本法 

第三節 環境基準 

第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環

境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全

する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 

２ 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめ

る地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又

は水域の指定に関する事務は、二以上の都道府県の区域にわたる地域又は

水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域又は水

域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行う

ものとする。 

３ 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改

定がなされなければならない。 

４ 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの（以下

「公害の防止に関する施策」という。）を総合的かつ有効適切に講ずるこ

とにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。 
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（２）大気汚染に係る環境基準 

１ 大気汚染に係る環境基準 

物質 環境上の条件（設定年月日等） 測定方法 

二酸化硫黄 

（ＳＯ２） 

１時間値の１日平均値が

0.04ppm 以下であり、かつ、１

時間値が 0.1ppm 以下であるこ

と。(48.5.16 告示) 

溶液導電率法又は紫外線蛍光法 

一酸化炭素 

（ＣＯ） 

１時間値の１日平均値が 10ppm 

以下であり、かつ、１時間値の

８時間平均値が 20ppm 以下であ

ること。(48.5.8 告示) 

非分散型赤外分析計を用いる方法 

浮遊粒子状

物質 

（ＳＰＭ） 

１時間値の１日平均値が

0.10mg/m3以下であり、かつ、１

時間値が 0.20mg/m3以下である

こと。(48. 5.8 告示)  

濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの

方法によって測定された重量濃度と直線的

な関係を有する量が得られる光散乱法、圧

電天びん法若しくはベータ線吸収法 

二酸化窒素 

（ＮＯ２） 

１時間値の１日平均値が

0.04ppm から 0.06ppm までのゾ

ーン内又はそれ以下であるこ

と。(53. 7.11 告示) 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオ

ゾンを用いる化学発光法 

光化学オキ

シダント 

（ＯＸ） 

１時間値が 0.06ppm 以下である

こと 。(48.5.8 告示) 

中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度

法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチ

レンを用いる化学発光法 

備考 

1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場

所については、適用しない。 

2. 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のも

のをいう。 

3. 二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内

にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又

はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 

4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学

反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するもの

に限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 
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２ 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準 

物質 環境上の条件 測定方法 

ベンゼン １年平均値が

0.003mg/m3以下である

こと。(H9.2.4 告示) 

キャニスター又は捕集管により採取した試料をガス

クロマトグラフ質量分析計により測定する方法を標

準法とする。また、当該物質に関し、標準法と同等

以上の性能を有使用可能とする。 

トリクロロ

エチレン 

１年平均値が

0.13mg/m3以下であるこ

と。(H30.11.19 告示) 

テトラクロ

ロエチレン 

１年平均値が 0.2mg/m3

以下であること。

(H9.2.4 告示) 

ジクロロメ

タン 

１年平均値が

0.15mg/m3以下である

こと。(H13.4.20 告示) 

備考 

環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所

については、適用しない。 

ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康

を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康

に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努

めるものとする。  

3 ダイオキシン類に係る環境基準 

物質 環境上の条件 測定方法 

ダイ

オキ

シン

類 

1 年平均値が 0.6pg-TEQ/m3

以下であること。

(H11.12.27 告示) 

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に

取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分

解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方

法。 

備考 

環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所

については、適用しない。  

基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。  

4 微小粒子状物質に係る環境基準 

物質 環境上の条件 測定方法 

微小

粒子

状物

質 

１年平均値が 15μg/m3以下

であり、かつ、１日平均値

が 35μg/m3以下であるこ

と。(H21.9.9 告示)  

微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握

することができると認められる場所において、濾過捕

集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定

された質量濃度と等価な値が得られると認められる自

動測定機による方法 

備考 

環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所

については、適用しない。 
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微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μｍの粒子を

50％の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採

取される粒子をいう。 

5 大気汚染に係る指針 

光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針 

 光化学オキシダントの日最高１時間値 0.06ppm に対応する午前６時から９時までの非メ

タン炭化水素の３時間平均値は、0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲にある。(S51.8.13 通知)  
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（３－１）水質汚濁に係る環境基準について 

 

昭和 46 年 12 月 28 日 

環境庁告示第 59 号 

改正 昭 49 環告 63・昭 50 環告３・昭 57 環告 41・環告 140･昭 60 環告 29･昭 61 環告１・

平３環告 78・平５環告 16・環告 65・平７環告 17・平 10 環告 15・平 11 環告 14・平 12 環

告 22･平 15 環告 123・平 20 環告 40・平 21 環告 78・平 23 環告 94・平 24 環告 84・平 24

環告 127・平 25 環告 30・平 26 環告 39・平 26 環告 126・平 28 環告 37・令３環告 62・令

５環告６ 

 環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上

の条件につき人の健康を保護し及び生活環境（同法第２条第３項で規定するものをいう。

以下同じ。）を保全するうえで維持することが望ましい基準（以下「環境基準」とい

う。）は、次のとおりとする。 

第１ 環境基準 

 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、

それぞれ次のとおりとする。 

１ 人の健康の保護に関する環境基準 

 人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表１の項目の欄に掲げる

項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

２ 生活環境の保全に関する環境基準 

(1) 生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表２の水域類型の欄に

掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲

げるとおりとする。 

(2) 水域類型の指定を行うに当たつては、次に掲げる事項によること。 

ア 水質汚濁に係る公害が著しくなつており、又は著しくなるおそれのある水域を優先する

こと。 

イ 当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。 

ウ 当該水域の利用目的及び将来の利用目的に配慮すること。 

エ 当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように

配慮すること。 

オ 目標達成のための施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。 

カ 対象水域が、２以上の都道府県の区域に属する公共用水域(以下「県際水域」という。)

の一部の水域であるときは、水域類型の指定は、当該県際水域に関し、関係都道府県知事

が行う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。 

第２ 公共用水域の水質の測定方法等 

 環境基準の達成状況を調査するため、公共用水域の水質の測定を行なう場合には、次の

事項に留意することとする。 

(1) 測定方法は、別表１および別表２の測定方法の欄に掲げるとおりとする。 

 この場合においては、測定点の位置の選定、試料の採取および操作等については、水域

の利水目的との関連を考慮しつつ、最も適当と考えられる方法によるものとする。 

(2) 測定の実施は、人の健康の保護に関する環境基準の関係項目については、公共用水域

の水量の如何を問わずに随時、生活環境の保全に関する環境基準の関係項目については、
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公共用水域が通常の状態（河川にあつては低水量以上の流量がある場合、湖沼にあつては

低水位以上の水位にある場合等をいうものとする。）の下にある場合に、それぞれ適宜行

なうこととする。 

(3) 測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する

場合には、水域の特性を考慮して、２ないし３地点の測定結果を総合的に勘案するものと

する。 

第３ 環境基準の達成期間等 

 環境基準の達成に必要な期間およびこの期間が長期間である場合の措置は、次のとおり

とする。  

１ 人の健康の保護に関する環境基準 

 これについては、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。 

２ 生活環境の保全に関する環境基準 

 これについては、各公共用水域ごとに、おおむね次の区分により、施策の推進とあいま

ちつつ、可及的速かにその達成維持を図るものとする。 

(1) 現に著しい人口集中、大規模な工業開発等が進行している地域に係る水域で著しい水

質汚濁が生じているものまたは生じつつあるものについては、５年以内に達成することを

目途とする。ただし、これらの水域のうち、水質汚濁が極めて著しいため、水質の改善の

ための施策を総合的に講じても、この期間内における達成が困難と考えられる水域につい

ては、当面、暫定的な改善目標値を適宜設定することにより、段階的に当該水域の水質の

改善を図りつつ、極力環境基準の速やかな達成を期することとする。 

(2) 水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域のうち、(1)の水域以外の水域については、

設定後直ちに達成され、維持されるよう水質汚濁の防止に努めることとする。 

第４ 環境基準の見直し 

１ 環境基準は、次により、適宜改訂することとする。 

(1) 科学的な判断の向上に伴う基準値の変更および環境上の条件となる項目の追加等 

(2) 水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の条件となる項目の追加等 

(3) 水域の利用の態様の変化等事情の変更に伴う各水域類型の該当水域および当該水域類

型に係る環境基準の達成期間の変更 

２ １の(３)に係る環境基準の改定は、第１の２の(２)に準じて行うものとする。 

 

別表１ 人の健康の保護に関する環境基準  

項 目 基 準 値 測 定 方 法 

カ ド ミ ウ ム 0.003mg／l 以下 
日本工業規格 K0102（以下「規格」という。）55.2、55.3 又は 55.4

に定める方法 

全 シ ア ン 
検出されないこ

と。 

規格 38.1.2（規格 38 の備考 11 を除く。以下同じ。）及び 38.2 に

定める方法、規格 38.1.2 及び 38.3 に定める方法、規格 38.1.2

及び 38.5 に定める方法又は付表１に掲げる方法 

鉛 0.01mg／l 以下 規格 54 に定める方法 

六 価 ク ロ ム 0.02mg／l 以下 

65.2（規格 65.2.2 及び 65.2.7 を除く。）に定める方法（ただし、次

の１から３までに掲げる場合にあつては、それぞれ１から３まで

に定めるところによる。） １  規格 65.2.1 に定める方法による場

合  原則として光路長 50mm の吸収セルを用いること。 ２  規

格 65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合（規格 65.

の備考 11 の b）による場合に限る。）試料に、その濃度が基準
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値相当分（0.02mg／Ｌ）増加するように六価クロム標準液を添加

して添加回収率を求め、その値が 70～120％であることを確認

すること。 ３  規格 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を

測定する場合  ２に定めるところによるほか、日本産業規格Ｋ

0170－７の７の a）又は b）に定める操作を行うこと。 

砒 素 0.01mg／l 以下 規格 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法 

総 水 銀 0.0005mg／l 以下 付表２に掲げる方法 

ア ル キ ル 水 銀 
検出されないこ

と。 
付表３に掲げる方法 

Ｐ Ｃ Ｂ 
検出されないこ

と。 
付表４に掲げる方法 

ジクロロメタン 0.02mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四 塩 化 炭 素 0.002mg／l 以下 
日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める

方法 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

1,1,1-トリクロロエタン １mg／l 以下 
日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める

方法 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg／l 以下 
日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める

方法 

トリクロロエチレン 0.01mg／l 以下 
日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める

方法 

テトラクロロエチレン 0.01mg／l 以下 
日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める

方法 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チ ウ ラ ム 0.006mg／l 以下 付表５に掲げる方法 

シ マ ジ ン 0.003mg／l 以下 付表６の第１又は第２に掲げる方法 

チオベンカルブ 0.02mg／l 以下 付表６の第１又は第２に掲げる方法 

ベ ン ゼ ン 0.01mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セ レ ン 0.01mg／l 以下 規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg／l 以下 
硝酸性窒素にあつては規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に

定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格 43.1 に定める方法 

ふ っ 素 0.8mg／l 以下 

格 34.1（規格 34 の備考１を除く。）若しくは 34.4（妨害となる物質

としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試

料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約

200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶か

した溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて 1,000ml とした

ものを用い、日本産業規格Ｋ0170－６の６図２注記のアルミニウ

ム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格 34.1.1c）

（注(2)第三文及び規格 34 の備考１を除く。）に定める方法（懸濁

物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない

ことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。）

及び付表７に掲げる方法 

ほ う 素 1mg／l 以下 規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法 

1,4-ジオキサン 0.05mg／l 以下 付表 8 に掲げる方法 

備考 

 

 １ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする｡ 

 ２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定
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量限界を下回ることをいう。別表２において同じ。 

 ３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

 ４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの

濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じた

ものの和とする。 
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別表２ 生活環境の保全に関する環境基準  
１ 河川   
（１） 河川（湖沼を除く。） 
   ア 
 

 

項 

 

目 

  

類 

型 

利用目的の 

適 応 性 

基 準 値 

該当水域 水素イオン 

濃 度 

(ｐＨ) 

生物化学的 

酸素要求量 

(ＢＯＤ) 

浮遊物質量 

  

(ＳＳ) 

溶存酸素量 

  

(ＤＯ) 

大腸菌数 

  

  

ＡＡ 

水 道 １ 級 

自然環境保全 

及びＡ以下の

欄 

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

１mg/l 

以下 

25mg/l 

以下 

7.5mg/l 

以上 

20CFU/ 

100ml 以下 

第１の 2 

の(2)に 

より水域 

類型ごと 

に指定す 

る水域 

Ａ 

水 道 ２ 級 

水 産 １ 級 

水 浴 

及びＢ以下の

欄 

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

２mg/l 

以下 

25mg/l 

以下 

7.5mg/l 

以上 

300CFU/ 

100ml 以下 

Ｂ 

水 道 ３ 級 

水 産 ２ 級 

及びＣ以下の

欄 

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

３mg/l 

以下 

25mg/l 

以下 

５mg/l 

以上 

1000CFU/ 

100ml 以下 

Ｃ 

水 産 ３ 級 

工業用水１級 

及びＤ以下の

欄 

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

５mg/l 

以下 

50mg/l 

以下 

５mg/l 

以上 
－ 

Ｄ 

工業用水２級 

農 業 用 水 

及びＥの欄に

掲 

げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

８mg/l 

以下 

100mg/l 

以下 

２mg/l 

以上 
－ 

Ｅ 
工業用水３級 

環 境 保 全 

6.0 以上 

8.5 以下 

10mg/l 

以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと。 

２mg/l 

以上 
－ 

測 定 方 法 

規格 12.1 に定める方

法又はガラス電極を

用いる水質自動監視

測定装置によりこれ

と同程度の計測結果

の得られる方法 

規格 21 に定

める方法 

付表９に掲げ

る方法 

規格 32 に定める方

法又は隔膜電極若し

くは光学式センサを用

いる水質自動監視測

定装置によりこれと同

程度の計測結果の得

られる方法 

付表 10 に

掲げる方法 
  

備 考 

 

１  

基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データを

その値の小さいものから順に並べた際の 0.9×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×ｎが整数でない場合

は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 

 

２  

農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量５mg/l 以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。 

 

３  

水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録

する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼海域もこれに準ずる。）。 

 

４  

水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 100ＣＦＵ

／100ml 以下とする。 

５ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は 適用しない（湖沼、海域もこれに

準ずる。 

６ 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml と し、大腸菌を培地で培養し、発育

したコロニー数を数えることで算出する。 
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（注） １ 自然環境保全 ： 自然探勝等の環境保全 

２  水道１級 ： ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道２級 ： 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道３級 ： 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

３ 水産１級 ： ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

水産２級 ： サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

水産３級 ： コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

４ 工業用水１級 ： 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水２級 ： 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水３級 ： 特殊の浄水操作を行うもの 

５ 環境保全 ： 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

  

 イ 

 

２ 海域  

 ア 

 項 
 目 
 
類 
型 

利用目的の 
適 応 性 

基 準 値 

該当水域 水素イオン 
濃 度 
(ｐＨ) 

化学的酸素 
要 求 量 
(ＣＯＤ) 

溶存酸素量 
  

(ＤＯ) 

大腸菌数 
  
  

n-ヘキサン 
抽出物質 
(油分等) 

Ａ 

水 産 １ 級 
水  浴 

自然環境保全及 
びＢ以下の欄に 
掲げるもの 

7.8 以上 
8.3 以下 

２mg/l 
以下 

7.5mg/l 
以上 

300CFU/ 
100ml 以下 

検出されな 
いこと。 

第１の 2 
の(2)に 
より水域 
類型ごと 
に指定す 
る水域 

Ｂ 

水 産 ２ 級 
工 業 用 水 
及びＣの欄に掲 

げるもの 

7.8 以上 
8.3 以下 

３mg/l 
以下 

５mg/l 
以上 － 

検出されな 
いこと。 

Ｃ 環 境 保 全 7.0 以上 
8.3 以下 

８mg/l 
以下 

２mg/l 
以上 

－ － 

項 

目 

  

類 

型 

水生生物の 

生息状況の 

適 応 性 

基 準 値 

該当水域 
全亜鉛 

ノニル 

フェノール 

直鎖アルキル 

ベンゼンスルホン酸 

及びその塩 

生

物

A 

イワナ、サケマス等比較的低温

域を好む水生生物及びこれらの

餌生物が生息する水域 

0.03mg/l 

以下 

0.001mg/l 

以下 

0.03mg/l 

以下 

第１の 2 の(2)に 

より水域類型ごと 

に指定する水域 

生

物

特

Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄

に掲げる水生生物の産卵場（繁

殖場）又は幼稚仔の生育場とし

て特に保全が必要な水域 

0.03mg/l 

以下 

0.0006mg/l 

以下 

0.02mg/l 

以下 
 

生

物

Ｂ 

コイ、フナ等比較的高温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が

生息する水域 

0.03mg/l 

以下 

0.002mg/l 

以下 

0.05mg/l 

以下 
 

生

物

特

B 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、

生物Ｂの欄に掲げる水生生物の

産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の

生育場として特に保全が必要な

水域 

0.03mg/l 

以下 

0.002mg/l 

以下 

0.04mg/l 

以下 
 

測 定 方 法 
規格 53 に定める方

法 

付表 11 に掲げる方

法 

付表 12 に掲げる方

法 
 

備 考 

 

１  

基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 
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測 定 方 法 規格 12.1 に定 
める方法又は 
ガラス電極を 
用いる水質自 
動監視測定装 
置によりこれ 
と同程度の計 
測結果の得ら 
れる方法 

規格 17 に定め 
る方法（ただ 
し、Ｂ類型の 
工業用水及び 
水産２級のう 
ちノリ養殖の 
利水点におけ 
る測定方法は 
アルカリ性法 
） 

規格 32 に定め 
る方法又は隔 
膜電極若しくは 
光学式センサ 
を用いる水質 
自動監視測定 
装置によりこれ 
と同程度の計 
測結果の得ら 
れる方法 

付表 10 に掲 
げる方法 

付表 14 に掲 
げる方法 

 

備考 

１ 水産１級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL 以下とする。 

２ アルカリ性法とは、次のものをいう。 

   試料 50mL を正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液（10w/v%）１mL を加え、次に過マンガン酸カリウム溶

液（2mmoL/Ｌ）10mL を正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に 20 分放置する。その後よう化カリウム溶液

（10w/v%）１mL とアジ化ナトリウム溶液（４w/v%）１滴を加え、冷却後、硫酸（2+1）0.5mL を加えてよう素を遊離させて、そ

れを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液（10mmoL/ Ｌ）ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。 

   同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりＣＯＤ値を計算する。 

   ＣＯＤ（O２mg/L）＝0.08Ｘ（(b)−(a)）ＸｆNa２Ｓ２Ｏ３Ｘ1000/50 

(a) ： チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmoL/Ｌ）の滴定値(mL) 

(b) ： 蒸留水について行った空試験値(mL) 

   ｆNa２Ｓ２Ｏ３ ： チオ硫酸ナトリウム溶液 （10mmoL/Ｌ）の力価 

  ３  大腸菌数に用いる単位は CFU（コロニー形成単位（ColonyForming Unit））/100ml とし、大腸菌を培地で培養し、

発育したコロニーの数を数えることで算出する。 

 
（注）  １  自然環境保全 ： 自然探勝等の環境保全 

 ２  水産１級 ： マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

水産２級 ： ボラ、ノリ等の水産生物用 

 ３  環境保全 ： 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

 

 イ 

 項 
 目 
 
類 
型 

利用目的の適応性 

基 準 値 

該当水域 
全 窒 素 全 燐 

I 
自然環境保全及び II以下の欄に掲げるもの 

（水産２種及び３種を除く。） 0.2mg/l 以下 0.02mg/l 以下 

第１の２の 
(2)により 
水域類型ご 
とに指定す 
る水域 

II 
水産１種 

水浴及び III 以下の欄に掲げるもの 
（水産２種及び３種を除く。） 

0.3mg/l 以下 0.03mg/l 以下 

III 
水産２種及び IV の欄に掲げるもの 

（水産３種を除く。） 0.6mg/l 以下 0.05mg/l 以下 

IV 
水産３種 
工業用水 

生物生息環境保全 
1 mg/l 以下 0.09mg/l 以下 

測 定 方 法 
規格 45.4 又は 45.6 
に定める方法 

規格 46.3 に定める 
方法  

備 考 

１  基準値は、年間平均値とする。 

２  水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとす
る。 

 

   
（注）  １  自然環境保全 ： 自然探勝等の環境保全 

 ２  水産１種 ： 底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

水産２種 ： 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

水産３種 ： 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

 ３  生物生息環境保全  ： 年間を通して底生生物が生息できる限度 
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 ウ 

項 
目 

 
類 
型 

水生生物の 
生息状況の 
適 応 性 

基準値 

該当水域 
全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキル 
ベンゼンスルホン 
酸及びその塩 

生
物
Ａ 

水生生物の生息する水域 
0.02mg/l 
以下 

0.001mg/l 
以下 0.01mg/l 以下 第１の 2 

の(2)に 
より水域 
類型ごと 
に指定す 
る水域 

生
物
特
Ａ 

生物Ａの水域のうち、水生生物の
産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生
育場として特に保全が必要な水域 

0.01mg/l 
以下 

0.0007mg/l 
以下 0.006mg/l 以下 

測 定 方 法 規格 53 に定め 
る方法 

付表 11 に掲げる
方法 

付表 12 に掲 
げる方法 

 

 

エ 

項 
目 

 
類 
型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基準値 

該当水域 
底層溶存酸素量 

生
物
１ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が
生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段
階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産
できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/l 以上 

第１の 2 の(2)により水域
類型ごとに指定する水域 
 

生
物
２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除
き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域
又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生
生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再
生する水域 

3.0mg/l 以上 

生
物
３ 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が
生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階に
おいて貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる
場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する
水域 

2.0mg/l 以上 

測 定 方 法 規格 32 に定める方法又
は付表 13 に掲げる方法 

 

備 考 
１ 基準値は、日平均値とする。 
２ 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用い

る。 
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（３－２）水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定 

 

昭和 46 年 5 月 25 日閣議決定 
 

 

   水        域 
 

 

該当類型 
 

 

達成期間 
 

 

水域区分 
 

 
 
  

蒲郡地先海域 
 

神野・田原地先海域 
 

渥 美 湾（甲） 
 

渥 美 湾（乙） 
 

 

海域Ｃ 
 

海域Ｃ 
 

海域Ｂ 
 

海域Ａ 
 

 

ロ 
 

ロ 
 

イ 
 

イ 
 

 

 
 
 

渥美湾水域 
 

  

（注）達成期間の分類は、次のとおり。 

      「イ」は、直ちに達成 

      「ロ」は、５年以内で可及的速やかに達成 

      「ハ」は、５年を越える期間で可及的速やかに達成 
 

 

 

渥美湾(甲)[Ｂ－イ] 
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（３－３）三河湾の全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型指定 

環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）第 16 条第 2 項の規定に基づき、三河湾の全窒

素及び全燐に係る環境基準の水域類型（水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年

環境庁告示第 59 号）別表２の２のイに掲げる類型をいう。以下同じ。）を次の表の水

域の欄に掲げる区分に応じ同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該

水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。 

 

水   域 該当類型 達成期間 備考 

三河湾(イ) 

衣浦港防波堤及び陸岸により囲まれた海域 
Ⅳ 

５年以内

で可及的

速やかに

達成 

平成 7 年 10 月 11 日 

愛知県告示第 777 号 

三河湾(ロ) 

三河港港湾区域の海域 
Ⅲ 

直ちに達

成 

 

平成 17 年 3 月 25 日 

愛知県告示第 279 号 

（平成 7 年 10 月 11 日 

愛知県告示第 777 号） 

三河湾(ハ) 

田原市伊良湖岬と知多郡南知多町篠島南端

を結ぶ線、同島北端と同町羽豆岬を結ぶ線

及び陸岸により囲まれた海域であって、三

河湾(イ)及び三河湾 (ロ)に係る部分を除い

たもの 

Ⅱ 

５年以内

で可及的

速やかに

達成 

備考 水域の欄に掲げる水域の範囲は、平成 17 年 3 月 25 日における行政区画等によっ

て表示されたものとする。 
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（４）地下水の水質汚濁に係る環境基準について 

平成９年３月１３日 

環境庁告示第１０号 

改正 平 10 環告 23・平 11 環告 16・平 20 環告 41・平 21 環告 79・平 23 環告 95・平

24 環告 85・平 26 環告 40・平 26 環告 127・平 28 環告 31・平 31 環告 54・令２環告

35・令３環告 63  

 環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条の規定に基づく水質汚濁に係る環

境上の条件のうち、地下水の水質汚濁に係る環境基準について次のとおり告示する。 

 環境基本法第１６条第１項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人

の健康を保護する上で維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という。）

及びその達成期間等は、次のとおりとする。  

第１  環境基準 

 環境基準は、すべての地下水につき、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、

同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

第２  地下水の水質の測定方法等 

 環境基準の達成状況を調査するため、地下水の水質の測定を行う場合には、

次の事項に留意することとする。  

(１) 測定方法は、別表の測定方法の欄に掲げるとおりとする。 

(２) 測定の実施は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、地下水の流動状況

等を勘案して、当該項目に係る地下水の水質汚濁の状況を的確に把握で

きると認められる場所において行うものとする。 
 

第３  環境基準の達成期間 

 環境基準は、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする

（ただし、汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場合

を除く。）。 

第４  環境基準の見直し 

 環境基準は、次により、適宜改定することとする。 

(１) 科学的な判断の向上に伴う基準値の変更及び環境上の条件となる項目の

追加等 

(２) 水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の条件となる

項目の追加等 
 

 

別表 

項 目 基 準 値 測 定 方 法 

カ ド ミ ウ ム 0.003mg／l 以下 
日本工業規格（以下「規格」という。）Ｋ0102 の 55.2、55.3 又は 55.4 に定める

方法 

全 シ ア ン 検出されないこと。 

規格Ｋ0102 の 38.1.2（規格Ｋ0102 の 38 の備考 11 を除く。以下同じ。）及び

38.2 に定める方法、規格Ｋ0102 の 38.1.2 及び 38.3 に定める方法、規格Ｋ

0102 の 38.1.2 及び 38.5 に定める方法又は昭和 46 年 12 月環境庁告示第
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59 号（水質汚濁に係る環境基準について）（以下「公共用水域告示」という。）

付表１に掲げる方法 

鉛 0.01mg／l 以下 規格Ｋ0102 の 54 に定める方法 

六 価 ク ロ ム 0.02mg／l 以下 

規格Ｋ0102 の 65.2（規格Ｋ0102 の 65.2.2 及び 65.2.7 を除く。）に定める方法

（ただし、次の１から３までに掲げる場合にあっては、それぞれ１から３までに

定めるところによる。）１規格Ｋ0102 の 65.2.1 に定める方法による場合原則

として光路長 50mm の吸収セルを用いること。２規格Ｋ0102 の 65.2.3、65.2.4 

又は 65.2.5 に定める方法による場合（規格Ｋ0102 の 65.の備考 11 の b）によ

る場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg／Ｌ）増加するよう

に六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め､その値が 70～120％であ

ることを確認すること。３規格Ｋ0102 の 65.2.6 に定める方法により塩分の濃

度の高い試料を測定する場合２に定めるところによるほか、規格Ｋ0170－７の

７の a）又は b）に定める操作を行うこと。 

砒 素 0.01mg／l 以下 規格Ｋ0102 の 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法 

総 水 銀 0.0005mg／l 以下 公共用水域告示付表２に掲げる方法 

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。 公共用水域告示付表３に掲げる方法 

Ｐ Ｃ Ｂ 検出されないこと。 公共用水域告示付表４に掲げる方法 

ジクロロメタン 0.02mg／l 以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四 塩 化 炭 素 0.002mg／l 以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

クロロエチレン（別名塩化ビニル又

は塩化ビニルモノマー） 
0.002mg／ｌ以下 付表に掲げる方法 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg／l 以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg／l 以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg／l 以下 
シス体にあっては規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法、トランス体

にあっては、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

1,1,1-トリクロロエタン １mg／l 以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg／l 以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

トリクロロエチレン 0.01mg／l 以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

テトラクロロエチレン 0.01mg／l 以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg／l 以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チ ウ ラ ム 0.006mg／l 以下 公共用水域告示付表５に掲げる方法 

シ マ ジ ン 0.003mg／l 以下 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法 

チオベンカルブ 0.02mg／l 以下 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法 

ベ ン ゼ ン 0.01mg／l 以下 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セ レ ン 0.01mg／l 以下 規格Ｋ0102 の 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg／l 以下 
硝酸性窒素にあっては規格Ｋ0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に定

める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格Ｋ0102 の 43.1 に定める方法 

ふ っ 素 0.8mg／l 以下 

規格Ｋ0102 の 34.1（規格Ｋ0102 の 34 の備考 1 を除く。）若しくは 34.4（妨害と

なる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を

測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、り

ん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合

し、水を加えて 1,000ml としたものを用い、規格Ｋ0170―６の６図２注記のアル

ミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格Ｋ0102 の 34.1.1c)

（注(2)第三文及び規格Ｋ0102 の 34 の備考 1 を除く。）に定める方法（懸濁物

質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した

場合にあっては、これを省略することができる。）及び公共用水域告示付表７

に掲げる方法 

ほ う 素 1mg／l 以下 規格Ｋ0102 の 47.1､ 47.3 又は 47.4 に定める方法 

1,4-ジオキサン 0.05mg／ｌ以下 公共用水域告示付表８に掲げる方法 
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備考 

 １ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする｡ 

 ２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをい

う。 

 ３ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格Ｋ0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算

係数 0.2259 を乗じたものと規格Ｋ0102 の 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

４ 1，2―ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1

により測定されたトランス体の濃度の和とする。 
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（５）土壌の汚染に係る環境基準について 

平成３年８月 23 日 

環境庁告示第 46 号 

 改正平成５環告 19・平成６環告５・平成６環告 25・平成７環告 19・平成 10 環告

21・平成 13 環告 16・平成 20 環告 46・平成 22 環告 37・平成 26 環告 44・平成 28

環告 30・平成 30 環告 77・平成 31 環告 48・令和２環告 35・令和２環告 44 

 公害対策基本法（昭和 42 年法律第 132 号）第９条の規定に基づく土壌の汚染に

係る環境基準について次のとおり告示する。 

 環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条第１項による土壌の汚染に係る環境

上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持すること

が望ましい基準（以下「環境基準」という。）並びにその達成期間等は、次のとお

りとする。 

 

別表 
項目 環境上の条件 測定方法 

カドミウム 
検液１ｌにつき 0.01mg 以下であり、
かつ、農用地においては、米１kg に
つき 0.4mg 未満であること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本
工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）55 に定める方法、農用地
に係るものにあっては、昭和 46 年６月農林省令第 47 号に定め
る方法 

全シアン 検液中に検出されないこと。 
規格 38 に定める方法（規格 38.1.1 及び 38 の備考 11 に定める
方法を除く。）又は昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表１
に掲げる方法 

有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。 
昭和 49 年９月環境庁告示第 64 号付表１に掲げる方法又は規
格 31.1 に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メ
チルジメトンにあっては、昭和 49 年９月環境庁告示第 64 号付

第１  環境基準 

１ 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄

に掲げるとおりとする。 

２ １の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌

の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、同

表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるも

のとする。 

３ １の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認

められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄

に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積して

いる施設に係る土壌については、適用しない。 

第２  環境基準の達成期間等 

 

 環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様

等に応じて可及的速やかにその達成維持に努めるものとする。 

なお、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、土壌

の汚染に起因する環境影響を防止するために必要な措置を講ずるものとす

る。 
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表２に掲げる方法） 

鉛 検液１ｌにつき 0.01mg 以下であるこ
と。 

規格 54 に定める方法 

六価クロム 
検液１ｌにつき 0.05mg 以下であるこ
と。 

規格 65.2（規格 65.2.7 を除く。）に定める方法（ただし、規格
65.2.6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場
合にあっては、日本産業規格Ｋ0170-7 の 7 の a)又は b)に定め
る操作を行うものとする｡） 

砒（ひ）素 

検液１ｌにつき 0.01mg 以下であり、
かつ、農用地（田に限る。）において
は、土壌１kg につき 15mg 未満であ
ること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格
61 に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和 50 年４月
総理府令第 31 号に定める方法 

総水銀 
検液１ｌにつき 0.0005mg 以下である
こと。 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表２に掲げる方法 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表３及び昭和 49 年９月
環境庁告示第 64 号付表４に掲げる方法 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表３に掲げる方法 

銅 農用地（田に限る。）において、土壌
１kg につき 125mg 未満であること。 

昭和 47 年 10 月総理府令第 66 号に定める方法 

ジクロロメタン 
検液１ｌにつき 0.02mg 以下であるこ
と。 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四塩化炭素 検液１ｌにつき 0.002mg 以下である
こと。 

日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める
方法 

クロロエチレン
（別名塩化ビニ
ル又は塩化ビ
ニルモノマー） 

検液１ｌにつき 0.002mg 以下である
こと。 平成 9 年 3 月環境庁告示第 10 号付表に掲げる方法 

１，２－ジクロロ
エタン 

検液１ｌにつき 0.004mg 以下である
こと。 

日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 

１，１－ジクロロ
エチレン 

検液１ｌにつき 0.1mg 以下であるこ
と。 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

シス－１，２－ジ
クロロエチレン 

検液１ｌにつき 0.04mg 以下であるこ
と。 

日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

１，１，１－トリク
ロロエタン 検液１ｌにつき１mg 以下であること。 

日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める
方法 

１，１，２－トリク
ロロエタン 

検液１ｌにつき 0.006mg 以下である
こと。 

日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める
方法 

トリクロロエチレ
ン 

検液１ｌにつき 0.03mg 以下であるこ
と。 

日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める
方法 

テトラクロロエチ
レン 

検液１ｌにつき 0.01mg 以下であるこ
と。 

日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める
方法 

１，３－ジクロロ
プロペン 

検液１ｌにつき 0.002mg 以下である
こと。 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チウラム 検液１ｌにつき 0.006mg 以下である
こと。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表５に掲げる方法 

シマジン 
検液１ｌにつき 0.003mg 以下である
こと。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表６の第１又は第２に掲
げる方法 

チオベンカルブ 検液１ｌにつき 0.02mg 以下であるこ
と。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表５の第１又は第２に掲
げる方法 

ベンゼン 
検液１ｌにつき 0.01mg 以下であるこ
と。 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セレン 検液１ｌにつき 0.01mg 以下であるこ
と。 

規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法 

ふっ素 検液１ｌにつき 0.8mg 以下であるこ
と。 

規格 34.1（規格 34 の備考１を除く。）若しくは 34.4（妨害となる物
質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる
試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約
200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶か
した溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて 1,000ml とした
ものを用い、日本産業規格Ｋ0170－６の６図２注記のアルミニウ
ム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格 34.1.1c)
（注(2)第３文及び規格 34 の備考１を除く｡）に定める方法（懸濁
物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない
ことを確認した場合にあっては、これを省略することができる｡）
及び昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表７に掲げる方法 

ほう素 検液１ｌにつき１mg 以下であること。 規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法 

１，４－ジオキ
サン 

検液１ｌにつき 0.05mg 以下であるこ
と。 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 7 に掲げる方法 

備考  
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 １ 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を
行うものとする。 

 ２ カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度
に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の
濃度がそれぞれ地下水１ｌにつき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び１mg を超えてい
ない場合には、それぞれ検液１ｌにつき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び３mg とす
る。 

 ３ 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方
法の定量限界を下回ることをいう。 

 ４ 
５ 
有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 
１，２－ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体の濃度と日本
産業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 
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（６）ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を

含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準 

平成 11 年 12 月 27 日 

環境省告示第 68 号 

改正平成 14 年環告 46・平成 21 年環告 11・令和 4 環告 89 

 ダイオキシン類対策特別措置法（平成十一年法律第百五号）第七条の規定に基づき、ダイオキシン類によ

る大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準を次のとおり定め、

平成十二年一月十五日から適用する。 

 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境

基準について ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）第７条の規定に基づくダイオキシ

ン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境上の条件につ

き人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準（以下「環境基準」という。）は、次のとおりと

する。  

第１ 環境基準  

 １ 環境基準は、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、同表の基準値の項に掲げるとおりとする。  

 ２ １の環境基準の達成状況を調査するため測定を行う場合には、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、

ダイオキシン類による汚染又は汚濁の状況を的確に把握することができる地点において、同表の測定方法の

項に掲げる方法により行うものとする。  

 ３ 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場

所については適用しない。  

 ４ 水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用す

る。   

 ５ 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。 

 ６ 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されてい

る施設に係る土壌については適用しない。  

第２ 達成期間等  

 １ 環境基準が達成されていない地域又は水域にあっては、可及的速やかに達成されるように努めること

とする。  

 ２ 環境基準が現に達成されている地域若しくは水域又は環境基準が達成された地域若しくは水域にあっ

ては、その維持に努めることとする。  

 ３ 土壌の汚染に係る環境基準が早期に達成されることが見込まれない場合にあっては、必要な措置を講

じ、土壌の汚染に起因する環境影響を防止することとする。  

第３ 環境基準の見直し  

  ダイオキシン類に関する科学的な知見が向上した場合、基準値を適宜見直すこととする。  

別表 

媒   体 基 準 値 測 定 方 法 

大   気 0.6pg-TEQ／m3以下 
ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けた
エアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラ
フ質量分析計により測定する方法 

水   質 
（水底の底質
を除く。） 

１pg-TEQ／l 以下 日本工業規格Ｋ0312 に定める方法 

水底の底質 150pg-TEQ／g 以下 水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、
高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 

土   壌 

1,000pg-TEQ／ｇ以下 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解
能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 （ポリ塩
化ジベンゾフラン等（ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベ
ンゾ− パラ− ジオキシンをいう。以下同じ。）及びコプラナーポ
リ塩化ビフェニルをそれぞれ測定するものであって、かつ、当該
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ポリ塩化ジベンゾフラン等を２種類以上のキャピラリーカラムを
併用して測定するものに限る。） 

備 考 

１ 基準値は、2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

２ 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 

３ 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラ

フ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフタンデム質量分析計により

測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定し

た値（以下「簡易測定値」という。）に２を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、そ

の範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。 

４ 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ／

ｇ以上の場合 簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に２を乗じた値が 250pg-ＴＥＱ／g

以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。 
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（７）騒音に係る環境基準について 

平成１０年９月３０日環告６４ 
改正 平成１２年３月２８日環告２０ 
改正 平成１７年５月２６日環告４５ 
改正 平成２４年３月３０日環告５４   

 環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第１項の規定に基づく騒音に係る環境基準につ
いて次のとおり告示する。  
 環境基本法第１６条第１項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全
し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準（以下「環境基準」という。）
は、別に定めるところによるほか、次のとおりとする。 

第１ 環境基準 

 １ 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各
類型を当てはめる地域は、都道府県知事（市の区域内の地域については、市長。）が指定す
る。 

地域の類型 
基準値 

昼間 夜間 

ＡＡ ５０デシベル以下 ４０デシベル以下 

Ａ及びＢ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

Ｃ ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 

（注）１ 時間の区分は、昼間を午前６時から午後１０時までの間とし、夜間を午後１０
時から翌日午前６時までの間とする。 

２ ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地
域など特に静穏を要する地域とする。 

３ Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。  
４ Ｂを当てはまる地域は、主として住居の用に供される地域とする。  
５ Ｃを当てはまる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地
域とする。 

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域（以下「道路に面する地域」という。）につ
いては、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。  

地域の区分 
基準値 

昼間 夜間 
ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に
面する地域 

６０デシベル以下 ５５デシベル以下 

ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に
面する地域及び 
ｃ地域のうち車線を有する道路に面する地域 

６５デシベル以下 ６０デシベル以下 

備考 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯
状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、
上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

基準値 
昼間 夜間 

７０デシベル以下 ６５デシベル以下 
備考 
 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれ
ていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては４５デシ
ベル以下、夜間にあっては４０デシベル以下）によることができる。  
２ １の環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。  
（１）評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等

の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評
価するものとする。 
この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響
を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価
するものとする。 

（２）騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を
通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。  

（３）評価の時期は、騒音が１年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものと
する。 

（４）騒音の測定は、計量法（平成４年法律第５１号）第７１条の条件に合格した騒音
計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はＡ特性を用い
ることとする。 
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（５）騒音の測定に関する方法は、原則として日本工業規格Ｚ８７３１による。ただし、
時間の区分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な
精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短
縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを
避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置
を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測
定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができ
る。 
なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄
道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。  

３ 環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うものとする。  
（１）道路に面する地域以外の地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域

の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価するものとする。 
（２）道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての

住居等のうち１の環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握する
ことにより評価するものとする。 

第２ 達成期間等 

１ 環境基準は、次に定める達成期間でその達成又は維持を図るものとする。  
（１）道路に面する地域以外の地域については、環境基準の施行後直ちに達成され、又

は維持されるよう努めるものとする。 
（２）既設の道路に面する地域については、関係行政機関及び関係地方公共団体の協力

の下に自動車単体対策、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等を総合的に実施
することにより、環境基準の施行後１０年以内を目途として達成され、又は維持
されるよう努めるものとする。  
ただし、幹線交通を担う道路に面する地域であって、道路交通量が多くその達成
が著しく困難な地域については、対策技術の大幅な進歩、都市構造の変革等とあ
いまって、１０年を超える期間で可及的速やかに達成されるよう努めるものとす
る。 

（３）道路に面する地域以外の地域が、環境基準が施行された日以降計画された道路の
設置によって新たに道路に面することとなった場合にあっては（１）及び（２）
にかかわらず当該道路の供用後直ちに達成され又は維持されるよう努めるものと
し、環境基準が施行された日より前に計画された道路の設置によって新たに道路
に面することとなった場合にあっては（２）を準用するものとする。  

２ 道路に面する地域のうち幹線交通を担う道路に近接する空間の背後地に存する建物
の中高層部に位置する住居等において、当該道路の著しい騒音がその騒音の影響を
受けやすい面に直接到達する場合は、その面の窓を主として閉めた生活が営まれて
いると認められ、かつ、屋内へ透過する騒音に係る基準が満たされたときは、環境
基準が達成されたものとみなすものとする。  

３ 夜間の騒音レベルが７３デシベルを超える住居等が存する地域における騒音対策を
優先的に実施するものとする。   

第３ 環境基準の適用除外について 

この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとする。 

附 則 
 この告示は、平成１１年４月１日から施行する。  

 

騒音に係る環境基準の地域の類型の指定 

平成 11 年３月 26 日愛知県告示第 261 号 

改正 平成 12 年３月 24 日愛知県告示第 240 号 

環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条第２項の規定に基づき、騒音に係る環境基準

の地域の類型を次のように定め、平成 11 年４月１日から施行する。 

なお、昭和 50 年愛知県告示第 334 号（騒音に係る環境基準の地域の類型等）は、平成 11

年３月 31 日限り廃止する。 

 

地域の類型 該当地域 

Ａ 
第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用

地域及び第２種中高層住居専用地域 

Ｂ 
第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で用途地域

の定められていない地域 

Ｃ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 
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備考 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、

第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地

域、商業地域、準工業地域又は工業地域は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第８条

第１項第１号の規定による都市計画において定められた地域をいい、都市計画区域で用途

地域の定められていない地域は、同法第５条第１項、第２項又は第４項の規定により指定

された都市計画区域であって同法第８条第１項第１号に規定する用途地域の定められてい

ない地域をいう。 

前 文（抄）（平成 12 年３月 24 日告示第 240 号） 

平成 12 年４月１日から施行する。 
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（８）新幹線鉄道騒音に係る環境基準について 

（昭和 50.7.29 環境庁告示第 46 号） 
改正 平５環告 91 
改正 平 12 環告 78 

 公害対策基本法（昭和42年法律第 132 号）第９条の規定に基づく騒音に係る環境上の条件
のうち、新幹線鉄道騒音に係る基準について次のとおり告示する。  
 環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第１項の規定に基づく騒音に係る環境上の
条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい新
幹線鉄道騒音に係る基準（以下「環境基準」という。）及びその達成期間等は、次のとおり
とする。 

第１ 環境基準 

 １ 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあて
はめる地域は、都道府県知事が指定する。  

地域の類型 基準値 

I 70 デシベル以下 

II 75 デシベル以下 

（注）Ⅰをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、 IIをあてはめる地域
は商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であつて通常の生活を保全する必要があ
る地域とする。 

２ １の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。  
(1) 測定は、新幹線鉄道の上り及び下りの列車を合わせて、原則として連続して通過す

る20本の列車について、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読み取つて行うも
のとする。 

(2) 測定は、屋外において原則として地上 1.2 メートルの高さで行うものとし、その測
定点としては、当該地域の新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点のほか新幹線
鉄道騒音が問題となる地点を選定するものとする。 

(3) 測定時期は、特殊な気象条件にある時期及び列車速度が通常時より低いと認められ
る時期を避けて選定するものとする。 

(4) 評価は、( 1 )のピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものをパワー平均
して行うものとする。 

(5) 測定は、計量法（平成４年法律第51号）第71条の条件に合格した騒音計を用いて行
うものとする。この場合において、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は遅い動特性
（ＳＬＯＷ）を用いることとする。 

３ １の環境基準は、午前６時から午後１２時までの間の新幹線鉄道騒音に適用するもの
とする。 

第２ 達成目標期間 

環境基準は、関係行政機関及び関係地方公共団体の協力のもとに、新幹線鉄道の沿線
区域の区分ごとに次表の達成目標期間の欄に掲げる期間を目途として達成され、又は維
持されるよう努めるものとする。この場合において、新幹線鉄道騒音の防止施策を総合
的に講じても当該達成目標期間で環境基準を達成することが困難と考えられる区域にお
いては、家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環
境が保持されるようにするものとする。 
 なお、環境基準の達成努力にもかかわらず、達成目標期間内にその達成ができなかつ
た区域が生じた場合においても、可及的速やかに環境基準が達成されるよう努めるもの
とする。 

 

 新幹線鉄道の沿線区域
の区分 

達  成  目  標  期  間 

既設新幹線鉄道
に係る期間 

工事中新幹線鉄道
に係る期間 

新設新幹線鉄道
に係る期間 

ａ 
80 デシベル以上の区
域 

３年以内 開業時に直ちに 

開業時に直ちに ｂ 
75 デシベルを超
え 80 デシベル未
満の区域 

イ ７年以内 
開業時から３年以
内 

ロ 10 年以内 

ｃ 
70 デシベルを超え 75
デシベル以下の区域 10 年以内 

開業時から５年以
内 
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備考 

１ 新幹線鉄道の沿線区域の区分の欄のｂの区域中イとは地域の類型Ⅰに該当する地
域が連続する沿線地域内の区域をいい、ロとはイを除く区域をいう。 

２ 達成目標期間の欄中既設新幹線鉄道、工事中新幹線鉄道及び新設新幹線鉄道とは、
それぞれ次の各号に該当する新幹線鉄道をいう。  
(1) 既設新幹線鉄道 東京・博多間の区間の新幹線鉄道 
(2) 工事中新幹線鉄道 東京・盛岡間、大宮・新潟間及び東京・成田間の区間の新幹

線鉄道 
(3) 新設新幹線鉄道 (1)及び(2)を除く新幹線鉄道 

３ 達成目標期間の欄に掲げる期間のうち既設新幹線鉄道に係る期間は、環境基準が定
められた日から起算する。 

第３ 騒音対策の実施方針 

１ 新幹線鉄道に係る騒音対策を実施するに際しては、当該新幹線鉄道沿線区域のうちａ
の区域に対する騒音対策を優先し、かつ、重点的に実施するものとする。  

２ 既設新幹線鉄道の沿線区域のうちｂの区域及びｃの区域に対する騒音対策を実施する
に際しては、当該沿線区域のうちａの区域における音源対策の技術開発及び実施の状況
並びに実施体制の整備及び財源措置等との関連における障害防止対策の進ちよく状況等
を勘案し、逐次、その具体的実施方法の改訂を行うものとする。  


